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食品寄附ガイドラインの位置づけ

食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージの取り組みとして、食品寄附ガイドラインと、
食べ残し持ち帰りガイドラインが策定されました。

⾷品ロス削減⽬標達成に向けた施策パッケージ 令和５年12月22日 
消費者庁等関係省庁

2030年度までに2000年度⽐で食品ロス量を半減させる政府⽬標達成に向け、各省庁の施策をとりまとめ

https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/information/food_loss/conference/assets/cons

umer_education_cms201_231222_010.pdf

食品寄附ガイドライン

2024年12月

⾷品寄附等に関する

官民協議会
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食品寄附ガイドライン策定までの主な流れ

食品寄附ガイドラインは、食品寄附に関する既存の文献を参考に案を策定し、官民協議
会での検討を経て確定しました。

第一回 ⾷品寄附等に関する官民協議会

第一回 ⾷品寄附等に関する官民協議会

第一回 ⾷品寄附等に関する官民協議会

実効性の検証

（モデル事業/ヒアリング/アンケート）

⾷品寄附ガイドライン（案）

⾷品寄附ガイドライン

（2024年12月発行）

⾷品寄附に関する既存の文献

主要な要素
を取り込み
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食品寄附ガイドラインの記載の区別

食品寄附ガイドラインでは、法令事項、必要事項及び推奨事項を区別して記載している。

出所：⾷品寄附ガイドライン～⾷品寄附の信頼性向上に向けて～(2024年12月25日) 第一版作成 ⾷品寄附等に関する官民協議会
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食品寄附ガイドラインの構成

食品寄附ガイドラインでは、食品寄附を扱う団体について、衛生面に配慮した食品の取扱
いだけでなく、体制や情報開示などの組織のあり方についても言及しています。

第１体制・ガバナンス

第２提供先の選定

第３合意上の留意点

第４安全面等の管理

第５提供時の注意

第６トレーサビリティ

第７情報開示(寄附結果についての実績報告等)

第８事故時の対応等

第９助成制度の活用

章タイトル 説明

第１章関係法律の適用関係 ⾷品寄附の法律上の適用関係について整理している

第２章⾷品寄附者が⾷品寄附に

当たって行うべき事項
一般⾷品の寄附を行う⾷品関連事業者や防災備蓄
品寄附を行う団体を対象とする（個人を除く）

第３章ファシリテーターが⾷品寄附

に当たって行うべき事項

⾷品の寄附者とフードバンク等を仲介し、マッチング

サービス等を提供している団体を対象とする（モノは

所有しない）

第４章フードバンクが⾷品寄附に当

たって行うべき事項

⾷品寄附者から寄附される⾷品を受け取り、輸送及

び保管して、提携している団体に提供している団体を

対象とする（個人を対象としない）

第５章フードパントリー等が⾷品提

供に当たって行うべき事項

フードバンク、⾷品寄附者等から直接寄附された⾷品

を受け取り、食品を小分けにするなどして最終受益

者に提供している団体を対象とする（個人を対象とし、
調理はしない）

第６章こども⾷堂等が⾷事提供に

当たって行うべき事項

フードバンク、⾷品寄附者等から直接寄附された⾷品

等を受け取り、加工・調理して、食事の形態で最終

受益者に提供している団体を対象とする（炊き出し、
弁当配布を含む。）（個人を対象とする）

第７章資源提供者が⾷品寄附の

支援に当たって行うべき事項

上記の活動を行う団体に対して、⾷品以外の物、場

所、輸送手段等を提供している団体を対象とする

団体の類型が、本ガイドラインの定義であることに注意。

例えば、一般的にフードバンクとして通用していても、本ガイドラインでは、フードパントリーの類型に含まれる場合がある。
出所：⾷品寄附ガイドライン～⾷品寄附の信頼性向上に向けて～(2024年12月25日) 第一版作成 ⾷品寄附等に関する官民協議会
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フードバンクの認証制度

今後は、フードバンクの認証制度での活用が予定されています。

出所：第3回⾷品寄附等に関する官民協議会(2024年12月4日)資料7
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